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現状と課題 

１．中小企業を取り巻く現状 

（１）本市の人口推移及び将来推計人口 

    国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）が平成３０年に公

表した推計に基づくと、本市の将来人口は、令和４２年(2060年)に約９万人に

減少すると見込まれます。一方、防府市人口ビジョンにおいては、出生率の向

上や若者の社会減に歯止めをかけることなどにより、将来にわたって人口１０

万人を維持することを目指しています。 
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（２）労働力状態の推移 

  本市の労働力状態(１５歳以上の人口)及び労働力人口（１５歳以上の就業者）

は、平成２７年の国勢調査では、１００，２８２人のうち５５，１４２人 

(男性３１，０９２人、女性２４，０５０人)で、労働力率は５５．０％となって

います。令和２年の国勢調査では、９８，３１０人のうち５４，２４１人（男性

２９，８５６人、女性２４，３８５人）であり、労働力率は５５．２％となって

います。将来的には、総人口の減少に伴い、労働力人口が減少していくことが想

定されます。 

 

■労働力状態の推移  

 
 ※１５歳以上人口総数には、労働力状態「不詳」含む。 
※労働力率＝「労働力人口」÷「15歳以上人口総数」 
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（３）産業分類別の従業者数 

 
※公務（他に分類されるものを除く）、分類不能産業を除く。 

 

２．中小企業の課題 

（１）人口減少社会が進行する中、中小企業を取り巻く環境はめまぐるしく変化して

おり、ＩｏＴ（モノのインターネット）、ＥＣ（電子商取引）、キャッシュレス決

済など、デジタル化への対応やカーボンニュートラルへの取組みなど、経済社会

の環境変化に対応できる経営基盤の強化が必要です。 

（２）地域経済に新たな活力をもたらすため、市内での創業促進を図ることや、既存

事業者の新分野への取り組みや第二創業※１など、新たな事業展開に取り組むこと

が重要です。 

（３）経営者の高齢化が進む中、後継者不在により経営者等が培ってきた経営資源や

技術が失われることがないよう、円滑な事業承継への支援が必要です。 

（４）少子高齢化の進展により生産人口が減少する中、学生の市外流出などの要因に

より、市内中小企業にとって人材確保が困難な状況になっています。 

（５）女性や高齢者、障がい者などが活躍できるよう、就業機会の拡大や意欲・能力

を発揮できる環境を作り、多様な働き方を可能とすることが重要な課題となって

います。 

（６）中心市街地の活性化を積極的に展開するとともに、「訪れたくなるまち防府」の創

造を図り、地域経済の活性化に繋げていくことが重要です。 

 

 ※１ 第二創業 

     既に事業を営んでいる中小企業者において、事業者がその業態を変更したり、新事業・新分野に進出し

たりすること。         

出典 国勢調査 


